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(57)【要約】
【課題】設備の大型化を回避しながら収穫物の乾燥処理
能力及び保存能力の双方を高めることができる乾燥保管
設備を提供すること。
【解決手段】処理物を乾燥用温度にて乾燥させる乾燥装
置１１を備えた乾燥倉庫１・２と、乾燥後の処理物を前
記乾燥用温度より低温の保存用温度にて保存する保存装
置１２を備えた保存倉庫３と、を有する乾燥保存設備１
００であって、前記乾燥倉庫１・２の少なくとも一部は
、前記保存装置１２を備え、前記乾燥保存兼用倉庫は、
前記乾燥装置１１により処理物を乾燥させる乾燥運転と
前記保存装置１２により処理物を保存する保存運転とに
切り換え自在に構成されている乾燥保存兼用倉庫。
【選択図】図１



(2) JP 2015-24876 A 2015.2.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理物を乾燥用温度にて乾燥させる乾燥装置を備えた乾燥倉庫と、
　乾燥後の処理物を前記乾燥用温度より低温の保存用温度にて保存する保存装置を備えた
保存倉庫と、を有する乾燥保存設備であって、
　前記乾燥倉庫の少なくとも一部は、前記保存装置を備えた乾燥保存兼用倉庫であり、
　前記乾燥保存兼用倉庫は、前記乾燥装置により処理物を乾燥させる乾燥運転と前記保存
装置により処理物を保存する保存運転とに切り換え自在に構成されている乾燥保存設備。
【請求項２】
　前記処理物が、圃場から収穫された収穫物であり、
　前記保存用温度よりも低温の長期保存用温度にて保存する長期保存装置を備えた長期保
存倉庫をさらに有し、
　前記長期保存倉庫は、前記保存倉庫にて前記保存用温度で保存されていた収穫物を前記
長期保存用温度にて保存し、
　前記長期保存倉庫の少なくとも一部は、前記保存装置を備えた兼用保存倉庫であり、
　前記兼用保存倉庫は、前記保存装置により処理物を保存する保存運転と前記長期保存装
置により処理物を長期保存する長期保存運転とに切り換え自在に構成されている請求項１
に記載の乾燥保存設備。
【請求項３】
　前記保存倉庫は、前記保存装置による処理物の保存を行う場合は、前記乾燥倉庫により
乾燥された処理物と、前記乾燥倉庫により乾燥される前の処理物とを、区分けされた異な
る保管領域に保存する請求項２に記載の乾燥保存設備。
【請求項４】
　前記乾燥倉庫、前記保存倉庫、及び、前記長期保存倉庫のそれぞれが、処理物を収納す
る収納棚に対する入出庫処理を行う搬送装置を備えた自動倉庫にて構成され、
　前記乾燥倉庫、前記保存倉庫、及び、前記長期保存倉庫のそれぞれについての前記搬送
装置の相互間で処理物を搬送自在な連絡用搬送装置が設けられている請求項２又は３に記
載の乾燥保存設備。
【請求項５】
　前記長期保存温度は、摂氏－０．５度～摂氏０．５度の範囲で設定され、
　前記保存温度は、摂氏５度～１５度の範囲で設定される請求項２～４の何れか１項に記
載の乾燥保存設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理物を乾燥用温度にて乾燥させる乾燥装置を備えた乾燥倉庫と、乾燥後の
処理物を前記乾燥用温度より低温の保存用温度にて保存する保存装置を備えた保存倉庫と
、を有する乾燥保存設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような、乾燥保存設備に関連する従来技術として、圃場で収穫されたジャガイモや
タマネギ等の収穫物を乾燥させる乾燥倉庫を備えた乾燥設備が特許文献１に記載され、生
鮮食品や化成品などを低温で冷蔵保存する冷蔵倉庫を備えた冷蔵設備が特許文献２に記載
されている。このような設備の能力を向上させる場合、一般に、倉庫の大型化や複数化と
いったように設備規模を大きくすることで処理能力の向上が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３５５５６７３号公報
【特許文献２】特開２００４－２９９８００号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１の乾燥倉庫や特許文献２の冷蔵倉庫は、処理物に対していずれも
単独の処理を行う倉庫であるが、例えば、収穫されたジャガイモやタマネギを冷蔵保存す
る場合は、品質保持のために、冷蔵保存前に一旦余分な水分を乾燥させてから冷蔵保存す
るので、乾燥倉庫と冷蔵倉庫の２つの異なる機能の倉庫が必要となる。
　上記のように乾燥機能と冷蔵保存機能の双方の機能を備えた乾燥保存設備を従来の乾燥
倉庫や冷蔵倉庫を使って構成すると、それぞれの機能毎に倉庫を設けることになるため、
乾燥保存設備が大型化することになる。特に、乾燥処理能力や冷蔵保存能力が高い乾燥保
存設備を構成しようとした場合、乾燥倉庫と冷蔵倉庫のそれぞれの大型化や複数化により
対応することになるため、設備の大型化の問題が顕著となる。
　特に、ジャガイモやタマネギ等の自然栽培により収穫される収穫物を処理対象とする場
合、収穫時期には大量の収穫物が集中して発生するため、小規模の乾燥倉庫では、処理が
追いつかず、収穫物の品質が維持できない。そのため、収穫時期に備えて、一時に多くの
収穫物を乾燥処理できるように、乾燥処理能力の高い乾燥保管設備が好ましい。
　一方で、市場に対してジャガイモやタマネギ等の収穫物を収穫時期以外にも継続的に安
定供給するためには、できるだけ多くの収穫物を保存しておくことが必要となる。そのた
め、処理物の安定供給の観点からは、保存能力の高い、規模の大きな乾燥保管設備が好ま
しい。
　このように、収穫時期に必要となる高い乾燥処理能力と安定供給のために必要となる高
い保存能力とを従来の乾燥倉庫や冷蔵倉庫を使って実現すると乾燥保管設備は大型化する
。
【０００５】
　そこで、設備の大型化を回避しながら収穫物の乾燥処理能力及び保存能力の双方を高め
ることができる乾燥保管設備が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る乾燥保管設備の特徴構成は、処理物を乾燥用温度にて乾燥させる乾燥装置
を備えた乾燥倉庫と、乾燥後の処理物を前記乾燥用温度より低温の保存用温度にて保存す
る保存装置を備えた保存倉庫と、を有する乾燥保存設備であって、
　前記乾燥倉庫の少なくとも一部は、前記保存装置を備えた乾燥保存兼用倉庫であり、前
記乾燥保存兼用倉庫は、前記乾燥装置により処理物を乾燥させる乾燥運転と前記保存装置
により処理物を保存する保存運転とに切り換え自在に構成されている点にある。
【０００７】
　この特徴構成によれば、乾燥倉庫において処理物を乾燥用温度にて乾燥させることで、
処理物に付着あるいは含有される水分量を保存時に適した量まで乾燥させて、その後、保
存倉庫において処理物を乾燥用温度より低温の保存用温度にて保存することができる。こ
れにより処理物を良好な保存状態で保存することができる。
　そして、乾燥倉庫にて乾燥させるべき処理物が多く発生した場合は、乾燥保存兼用倉庫
を乾燥運転すれば、設備の乾燥処理能力を高くなるので、発生した処理物を比較的高能力
で乾燥させることができる。一方、乾燥倉庫にて乾燥させるべき処理物の発生が少ない場
合は、乾燥保存兼用倉庫を保存運転すれば、設備の保存能力が高くなるので、それまでに
乾燥させた処理物が多くても、それらの処理物を適切に保存することができる。
　そのため、収穫時期に集中するジャガイモ等の乾燥処理のように、乾燥処理の要求のピ
ーク時期が存在するような場合には、その乾燥処理の要求のピーク時期には乾燥保存兼用
倉庫を乾燥運転し、ピーク時期が過ぎたら乾燥保存兼用倉庫を保存運転することで、乾燥
処理の要求のピーク時期に必要な乾燥倉庫の能力と、乾燥処理の要求のピーク時期が過ぎ
た後の保存要求に必要な保存倉庫の能力との双方を備えながらも、これらの能力に応じた
乾燥倉庫と保存倉庫とのそれぞれを単純に設けた乾燥保存設備に比べて、乾燥保存兼用倉
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庫が同じスペースでも双方の機能を担っている分だけ、設備の大型化を抑制できる。
　このように、設備の大型化を回避しながら収穫物の乾燥処理能力及び保存能力の双方を
高めることができる。
【０００８】
　ここで、前記処理物が、圃場から収穫された収穫物であり、前記保存用温度よりも低温
の長期保存用温度にて保存する長期保存装置を備えた長期保存倉庫をさらに有し、前記長
期保存倉庫は、前記保存倉庫にて前記乾燥用温度から前記保存用温度まで冷却された収穫
物を前記長期保存用温度にて保存し、前記長期保存倉庫の少なくとも一部は、前記保存装
置を備えた兼用保存倉庫であり、前記兼用保存倉庫は、前記保存装置により処理物を保存
する保存運転と前記長期保存装置により処理物を長期保存する長期保存運転とに切り換え
自在に構成されていると好適である。
【０００９】
　この構成によれば、処理物が、圃場から収穫された例えばジャガイモやタマネギ等の収
穫物であるので、長期間保存する場合には、収穫物の品質の劣化が極力進行しない状態で
保存するのが好ましい。生鮮品を長期保存する場合、一般に氷温保存（摂氏０度付近での
保存）が行われるが、収穫物の場合は、保存前に乾燥処理を行うので、収穫物が比較的高
温になり、その状態からいきなり氷温保存すると、急激な温度変化が発生するため、収穫
物にダメージを与えることになり、品質保持の面で問題がある。その点、上記構成によれ
ば、乾燥処理後の収穫物は、長期保存倉庫にて保存される前に、保存倉庫にて一旦乾燥用
温度から保存用温度まで冷却された後に、長期保存倉庫にて保存される。したがって、乾
燥後の収穫物に発生する温度変化を緩やかにすることができるため、収穫物に与えるダメ
ージを小さくできる。このように、収穫物の高品質保存が可能となる。
　しかも、長期保存倉庫の一部を時期に応じて、上記のような収穫物の温度変化の緩和に
必要となる保管倉庫として利用できるので、収穫時期の初期など、収穫物の備蓄量が比較
的少ないときには使用することのない長期保存倉庫を有効に活用できるので、保存倉庫の
設置数を抑制することができ、設備の大型化を回避できる。
　したがって、設備の大型化を回避しながら収穫物の高品質保存が可能となる。
【００１０】
　また、前記保存倉庫は、前記保存装置による処理物の保存を行う場合は、前記乾燥倉庫
により乾燥された処理物と、前記乾燥倉庫により乾燥される前の処理物とを、区分けされ
た異なる保管領域に保存すると好適である。
【００１１】
　例えば、乾燥処理待ちの処理物と乾燥後の処理物を同じ保存倉庫に保管する場合に、乾
燥前の処理物から発生する水蒸気が乾燥後の処理物の保管領域に拡散すると、せっかくの
乾燥処理の効果が低下してしまい乾燥後の処理物の品質劣化に繋がるおそれがある。この
点、この構成によれば、仕切体等を設けて区分けされた異なる保管領域を形成することで
、これらの２つの保管領域の間で水蒸気の拡散を阻止して、２つの保管領域での湿度差が
あっても、２つの保管領域の間で湿度が平衡しないようにすることができる。つまり、乾
燥前の処理物と乾燥後の処理物とを同じ保存倉庫に保存する場合に、乾燥後の処理物が乾
燥前の処理物から発生する水蒸気の影響を極力受けないようにすることができる。したが
って、保存倉庫の大規模化を回避しつつ処理物の品質保持を図ることができる。
【００１２】
　本発明に係る乾燥保存設備の更なる特徴構成は、前記乾燥倉庫、前記保存倉庫、及び、
前記長期保存倉庫のそれぞれが、処理物を収納する収納棚に対する入出庫処理を行う搬送
装置を備えた自動倉庫にて構成され、前記乾燥倉庫、前記保存倉庫、及び、前記長期保存
倉庫のそれぞれについての前記搬送装置の相互間で処理物を搬送自在な連絡用搬送装置が
設けられている点にある。
【００１３】
　この特徴構成によれば、乾燥倉庫、保存倉庫、及び、長期保存倉庫のそれぞれにおいて
搬送装置による入出庫作業が行われ、しかも、各倉庫で入出庫される処理物は、連絡用搬
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送装置により搬送されるので、処理物の乾燥・保存・長期保存といった一連の処理を実行
するに当たり、作業者による処理物の搬送作業の負荷が軽減され、使い勝手のよい乾燥保
存設備となる。
【００１４】
　また、前記長期保存温度は、摂氏－０．５度～摂氏０．５度の範囲で設定され、前記保
存温度は、摂氏５度～１５度の範囲で設定されると好適である。
【００１５】
　この特徴構成によれば、収穫物の品質の劣化が極力進行しない氷温保存状態で収穫物を
長期保存できる。しかも、乾燥後の収穫物を、摂氏５度～１５度の範囲で設定される保存
温度にて馴染ませるため、乾燥後の収穫物に急激な温度変化が発生することを防止でき、
収穫物に与えるダメージを小さくできる。したがって、処理物の品質を適切に維持できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】乾燥保存設備の全体平面図
【図２】乾燥保存設備の収穫時期における運転状態を示す図
【図３】乾燥保存設備の収穫後の時期における運転状態を示す図
【図４】収穫時期における処理物の搬送フローを示す図
【図５】収穫後の時期における処理物の搬送フローを示す図
【図６】収穫時期における各倉庫の運転モードを示す表
【図７】収穫後の時期における各倉庫の運転モードを示す表
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明に係る乾燥保存設備の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
１．設備概略
　本実施形態の乾燥保存設備１００は，乾燥空調装置１１（本発明の「乾燥装置」に相等
）により処理物を乾燥させる乾燥倉庫Ａ、低温空調装置１２（本発明の「保存装置」に相
当）により処理物を低温保存する保存倉庫Ｂ、及び、氷温空調装置１３（本発明の「長期
保存装置」に相当）により処理物を氷温保存する長期保存倉庫Ｃを備えている。乾燥保存
設備１００は，圃場で収穫された収穫物（例えば、ジャガイモ）が処理物として搬入され
ると、乾燥倉庫Ａにおいて処理物の保存に適した水分含有状態になるまで乾燥用温度であ
る約３０℃の空調環境で所定の乾燥時間（例えば、約３０時間）だけ乾燥させた後、保存
倉庫Ｂにおいて低温に馴染むまで保存用温度である約１０℃の空調環境で所定の予冷時間
（例えば、約２４時間）だけ冷蔵保存し、その後、長期保存倉庫Ｃにおいて保存用温度よ
りも低温の長期保存用温度である約０℃の空調環境で氷温保存する。なお、所定の乾燥時
間は処理物の初期水分含有率と目標水分含有率とに基づいて設定される。
【００１９】
　これにより、乾燥保存設備１００は、氷温保存による鮮度維持効果だけでなく、氷温保
存前に乾燥させることで保存に適した水分含有状態で氷温保存できる。しかも、乾燥処理
後にいきなり氷温保存するのではなく、乾燥処理後に比較的高温となっている処理物を予
冷期間だけ一旦冷蔵保存することで、乾燥後の急激な温度変化により処理物にストレスが
生じることを回避し、処理物の品質保持を図っている。長期保存倉庫Ｃにおいて約０℃で
氷温保存している処理物を出荷する場合は、処理物を長期保存倉庫Ｃから保存倉庫Ｂに移
し替えて約１０℃まで温度回復させ、その後、結露により処理物に付着した水分を乾燥倉
庫Ａにて約３０℃で乾燥させた上で、図外の選別処理部による選別処理を経て出荷する。
【００２０】
　図１に示すように、乾燥保存設備１００は、第１倉庫１から第４倉庫４までの４つの倉
庫を備えている。第１倉庫１及び第２倉庫２は何れも、乾燥空調装置１１及び低温空調装
置１２の双方を備えており、乾燥空調装置１１を作動させて乾燥倉庫Ａとしての運転（乾
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燥運転）と低温空調装置１２を作動させて保存倉庫Ｂとしての運転（保存運転）とに切り
換えて使用できる。つまり、乾燥倉庫Ａとしての第１倉庫１及び第２倉庫２の何れもが、
保存装置としての低温空調装置を備えた乾燥保存兼用倉庫となっている。
【００２１】
　第３倉庫は、低温空調装置１２及び氷温空調装置１３の双方を備えており、低温空調装
置１２を作動させて保存倉庫Ｂとしての運転（保存運転）と氷温空調装置１３を作動させ
て長期保存倉庫Ｃとしての運転（保存運転）とに切り換えて使用できる。第４倉庫は、氷
温空調装置１３を備えており、氷温空調装置１３を作動させて長期保存倉庫Ｃとしての運
転（保存運転）だけが可能である。
　つまり、長期保存倉庫Ｃとして第３倉庫３及び第４倉庫４の一部である第３倉庫３が、
保存装置としての低温空調装置を備えた乾燥保存兼用倉庫となっている。
【００２２】
　乾燥保存設備１００は、第１倉庫１及び第２倉庫２を乾燥保存兼用倉庫とし、第３倉庫
３を乾燥保存兼用倉庫とし、これらの運転を適宜切り替えることで、収穫時期に大量に乾
燥処理すべき処理物に対応できるだけの乾燥処理能力と、収穫時期に収穫される処理物を
長期間に亘って出荷して、処理物を市場に安定的に供給できるだけの保存能力を備えてい
る。以下、乾燥保存設備１００の構成と運用について説明する。
【００２３】
２．設備構成
　図１に示すように、乾燥保存設備１００は、第１棟Ｚ１と第２棟Ｚ２とを備えており、
これらは、渡り廊下Ｚ３により連結されている。第１棟Ｚ１には、第１倉庫１及び第２倉
庫２が配設され、第２棟Ｚ２には、第３倉庫３及び第４倉庫４が配設されている。このよ
うに、乾燥保存設備１００では、複数の倉庫が複数の棟に分散配置されており、これによ
り棟毎に設備の管理ができるとともに、複数の倉庫を設置する際の、倉庫規模やレイアウ
トの選択の自由度を高めている。
【００２４】
　第１棟Ｚ１及び第２棟Ｚ２の夫々は、外周部に配置された断熱性の区画壁５により外部
と区画され、内部に配置された同じく断熱性の区画壁５により、空調管理単位の倉庫空間
ＳＳが２個形成されている。すなわち、第１棟Ｚ１及び第２棟Ｚ２において、合計４個の
倉庫空間ＳＳが形成されている。
　そして、第１倉庫空間ＳＳ１に、第１倉庫１の収納棚１ａ及び搬送装置１ｂが設けられ
、第１倉庫空間ＳＳ２に、第２倉庫２の収納棚２ａ及び搬送装置２ｂが設けられ、第１倉
庫空間ＳＳ３に、第３倉庫３の収納棚３ａ及び搬送装置３ｂが設けられ、第１倉庫空間Ｓ
Ｓ４に、第４倉庫４の収納棚４ａ及び搬送装置４ｂが設けられている。
【００２５】
　各倉庫の収納棚１ａ～４ａは、処理物をパレット単位で収納する収納部６を上下左右に
配列した棚を、搬送用通路を隔てて対向配置して構成されている。第１倉庫１～第３倉庫
３の収納棚１ａ～３ａは、１対の棚体で構成され、第４倉庫４の収納棚４ａは、氷温保存
容量の確保のため２対の棚体で構成されている。１つの収納部６は、少なくとも１つのパ
レットを載置支持自在に構成されている。処理物はメッシュ状の側面を有する樹脂製のコ
ンテナに収容されており、複数のコンテナがパレット上に載置支持されている。収納部６
としては、このようにパレットを載置支持自在なものに限らず、側壁を備えたボックスパ
レットを収納するものでもよい。この場合、処理物は、ボックスパレットに直接収容され
る。なお、収納部６としては、収納物の出し入れ方向に並ぶ状態で複数のパレット又はボ
ックスパレット、或いはこれらの双方を収納自在に構成してもよい。
【００２６】
　各倉庫の搬送装置１ｂ～４ｂは、処理物をパレット単位で搬送して収納棚１ａ～４ａに
対する入出庫処理を行うスタッカークレーンにて構成される。スタッカークレーンは、搬
送用通路を走行自在な走行台車と、走行台車に立設された昇降マストに沿って昇降自在な
昇降台と、昇降台に設けられて出退式のフォーク装置とを備えている。第４倉庫４は、２
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対の棚体のそれぞれの搬送用空間に対して搬送装置４ｂが設けられている。
【００２７】
　第１棟Ｚ１には第１荷捌き空間ＳＴ１が設けられ、第２棟Ｚ２には第２荷捌き空間ＳＴ
２が設けられている。第１荷捌き空間ＳＴ１は、第１倉庫空間ＳＳ１及び第２倉庫空間Ｓ
Ｓ２と隣接しており、これらの倉庫空間ＳＳ１・ＳＳ２との連通部である入出庫用開口を
開閉する自動シャッター８が設けられている。第２荷捌き空間ＳＴ２は、第３倉庫空間Ｓ
Ｓ３及び第４倉庫空間ＳＳ４と隣接しており、これらの倉庫空間ＳＳ３・ＳＳ４との連通
部である入出庫用開口を開閉する自動シャッター８が設けられている。
【００２８】
　第１荷捌き空間ＳＴ１及び第２荷捌き空間ＳＴ２は、渡り廊下Ｚ３により連通しており
、第１荷捌き空間ＳＴ１及び第２荷捌き空間ＳＴ２に亘って、連絡用搬送装置としての搬
送台車９が設けられている。乾燥保存設備１００で処理される処理物は、開閉扉を備えた
搬出入口７から第１荷捌き空間ＳＴ１及び第２荷捌き空間ＳＴ２に搬出入される。
【００２９】
　搬送台車９は、各倉庫の搬送装置１ｂ～４ｂについて設けられた入庫コンベヤ１０a及
び出庫コンベヤ１０ｂや、荷捌き箇所に設けられた搬出入コンベヤを経由するように設定
された直線状の走行経路に沿って往復移動自在となっており、第１倉庫１～第４倉庫４の
それぞれについての搬送装置１ｂ～４ｂと搬出入コンベヤ１４との間、並びに搬送装置１
ｂ～４ｂの相互間で入庫コンベヤ１０ａ及び出庫コンベヤ１０ｂを介して処理物を搬送す
る。
【００３０】
　第１倉庫１は、乾燥空調装置１１及び低温空調装置１２を備えている。詳細な図示は省
略するが、乾燥空調装置１１は、第１棟Ｚ１の外部に設けられた乾燥送風機及び第１倉庫
空間ＳＳ１に接続された温風ダクト及び吸気ダクトを備えている。第１倉庫１の低温空調
装置１２は、第１倉庫空間ＳＳ１の天井部に設けられる図示しない複数の室内機と、これ
ら複数の室内機のそれぞれに各別に冷媒を循環させる複数の冷媒供給管とを備えている。
【００３１】
　乾燥空調装置１１の温風ダクトは、複数に分岐して複数の収納部６に温風を供給する。
吸気ダクトは、複数に分岐して収納部６の背面に設けられた吸気ファン６ａに接続されて
いる。乾燥空調装置１１は、乾燥対象の処理物が収納された収納部６を通過した高湿空気
を吸引し棟外に排出する。なお、乾燥空調装置１１は、収納棚１ａを複数のゾーンに分割
して乾燥処理を管理しており、ゾーン別に乾燥空気の供給を制御して対応するゾーンに属
する複数の収納部６についての各ファン６ｂの作動を制御するようになっている。
【００３２】
　本実施形態では、第１倉庫１の収納棚１ａを構成する一対の棚体には、その前面を覆う
シートカーテンが設けられている。シートカーテンは、処理物の入庫作業及び出庫作業を
搬送装置１ｂにより行う際は、折り畳まれて搬送用空間の端部に退避され、乾燥処理を行
う際には棚の前面の全体に展開される。シートカーテンには、展開状態において各収納部
における処理物が存在する領域に対応する箇所に、多数の通気口が形成されており、収納
部６の背面に設けられたファン６ｂの吸引作用により、棚全面側から高温乾燥空気が該複
数の通気口を通過して乾燥対象の処理物に当たることで、処理物を効率的に乾燥させるこ
とができるようになっている。
【００３３】
　第１倉庫１では、図外の指令操作部を作業者が設定指令操作することで、乾燥空調装置
１１及び低温空調装置１２の何れかが選択的に作動する。乾燥運転指令が指令され、乾燥
空調装置１１が作動すると、乾燥用温度にて処理物を乾燥させる乾燥運転が実行され、保
存運転指令が指令され、低温空調装置１２が作動すると、乾燥用温度より低温の保存用温
度にて処理物を保存する保存運転が実行される。
　本実施形態では、第１倉庫１での乾燥温度は、摂氏２５度～３５度の範囲で設定され、
好ましくは、摂氏３０度に設定される。第１倉庫１での保存温度は、摂氏５度～１５度の
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範囲で設定され、好ましくは、摂氏１０度に設定される。
【００３４】
　このように、第１倉庫１は、乾燥空調装置１１及び低温空調装置１２を備えた乾燥保存
兼用倉庫であり、処理物を乾燥用温度にて乾燥させる乾燥空調装置１１により処理物を乾
燥させる乾燥運転と、乾燥用温度より低温の保存用温度にて保存する低温空調装置１２に
より処理物を保存する保存運転とに切り換え自在に構成されている。第２倉庫２も第１倉
庫１と同様に、乾燥空調装置１１及び低温空調装置１２を備えた乾燥保存兼用倉庫であり
、乾燥運転と保存運転とに切り換え自在に構成されている。
【００３５】
　第３倉庫３は、低温空調装置１２及び氷温空調装置１３を備えている。詳細な図示は省
略するが、低温空調装置１２は、第３倉庫空間ＳＳ３の天井部に設けられる図示しない複
数の室内機と、これら複数の室内機のそれぞれに各別に冷媒を循環接続される複数の冷媒
供給管とを備えている。氷温空調装置１３も同様に、第３倉庫空間ＳＳ３の天井部に設け
られる図示しない複数の室内機と、これら複数の室内機のそれぞれに各別に冷媒を循環接
続される複数の冷媒供給管とを備えている。なお、低温空調装置１２と氷温空調装置１３
との双方の機能を有する空調装置にて兼用してもよい。
【００３６】
　第３倉庫３では、図外の指令操作部を作業者が設定指令操作することで、低温空調装置
１２及び氷温空調装置１３の何れかが選択的に作動する。保存運転指令が指令され、低温
空調装置１２が作動すると、保存用温度にて処理物を保存する保存運転が実行され、長期
保存運転指令が指令され、氷温空調装置１３が作動すると、保存用温度よりも低温の長期
保存用温度にて処理物を保存する長期保存運転が実行される。
　本実施形態では、第３倉庫３での保存温度は、第１倉庫１及び第２倉庫２での保存温度
と同様に、摂氏５度～１５度の範囲で設定され、好ましくは、摂氏１０度に設定される。
第３倉庫３での長期保存温度は、摂氏－０．５度～摂氏０．５度の範囲で設定され、好ま
しくは、摂氏０度に設定される。
【００３７】
　このように、第３倉庫３は、低温空調装置１２及び氷温空調装置１３を備えた兼用保存
倉庫であり、処理物を保存用温度にて保存する低温空調装置１２により、処理物を保存す
る保存運転と、処理物を保存用温度より低温の長期保存用温度にて保存する氷温空調装置
１３により、処理物を保存する長期保存運転とに切り換え自在に構成されている。
【００３８】
　第３倉庫３の第３倉庫空間ＳＳ３は、収納棚３ａにおける倉庫長手方向の中間位置に設
けられた仕切体１５により区分けされており、異なる２つの保管領域が隣接している。仕
切体１５は、収納棚３ａを構成する一対の棚体の仕切箇所において夫々に床から天井まで
閉鎖する仕切パネル１５ａと、当該仕切箇所において、搬送用通路を床から天井まで閉鎖
する仕切扉１５ｂとで構成されている。
【００３９】
　第３倉庫３が保存運転される場合、第３倉庫空間ＳＳ３に形成される２つの保管領域
は、処理段階の異なる処理物を保存するように使い分けがされる。すなわち、第３倉庫空
間ＳＳ３に形成される２つの保管領域のうち荷捌き空間ＳＴ２に近い側の領域は、乾燥保
存設備１００に搬入される処理物が乾燥倉庫Ａでの乾燥処理能力を超えて、乾燥処理待ち
の処理物が発生した場合に、乾燥処理前の処理物が保存される乾燥前保管領域となってい
る。一方、荷捌き空間ＳＴ２に遠い側の領域は、乾燥倉庫Ａでの乾燥処理後の処理物が保
存される乾燥前後保管領域となっている。
【００４０】
　このように、兼用保存倉庫である第３倉庫３は、低温空調装置１２による処理物の保存
を行う場合は、乾燥倉庫Ａにより乾燥された処理物と、乾燥倉庫Ａにより乾燥される前の
収穫物とを、区分けされた異なる保管領域に保存する。ちなみに、本実施形態では、第３
倉庫３に入庫される処理物は、当該処理物の処理進捗情報に基づき搬送装置３ｂにより自
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動的に２つの保管領域に振り分け入庫される。もちろん、入庫対象の処理物が該当する保
管領域を、作業者が指定してもよい。
【００４１】
　第３倉庫３が保存運転される場合、第３倉庫空間ＳＳ３には、乾燥処理待ちの処理物と
乾燥後の処理物が保管されることになるが、その場合、乾燥前の処理物から発生する水蒸
気が乾燥後の処理物の保管領域に拡散すると、せっかくの乾燥処理の効果が低下してしま
い乾燥後の処理物の品質劣化に繋がるおそれがある。そこで、仕切体１５を設けることに
より乾燥前保管領域と乾燥前後保管領域との２つの保管領域の間で水蒸気の拡散を阻止し
て、当該２つの保管領域での湿度差があっても、当該２つの保管領域の間で湿度が平衡し
ないようにしている。
【００４２】
　なお、乾燥処理待ちの処理物の発生程度は、収穫時期での乾燥処理周期における処理物
の発生量と、乾燥倉庫Ａの収容能力によって異なるため、仕切体１５の倉庫長手方向の設
置位置は、収穫時期での乾燥処理周期における処理物の発生量と、乾燥倉庫Ａの収容能力
に基づいて決定するのが好ましい。
【００４３】
　第４倉庫４は、氷温空調装置１３を備えている。詳細な図示は省略するが、氷温空調装
置１３は、第４倉庫空間ＳＳ４の天井部に設けられる図示しない複数の室内機と、これら
複数の室内機のそれぞれに各別に冷媒を循環接続される複数の冷媒供給管とを備えている
。第４倉庫４では、図外の指令操作部を作業者が設定指令操作することで、氷温空調装置
１３が作動する。長期保存運転指令が指令され、氷温空調装置１３が作動すると、保存用
温度よりも低温の長期保存用温度にて処理物を保存する長期保存運転が実行される。
【００４４】
　このように、第４倉庫４は、氷温空調装置１３を備え、保存用温度より低温の長期保存
用温度にて処理物を保存する長期保存運転とを行うように構成されている。本実施形態で
は、第４倉庫４での長期用保存温度は、第３倉庫３での長期保存温度と同様に、摂氏－０
．５度～摂氏０．５度の範囲で設定され、好ましくは、摂氏０度に設定される。
【００４５】
５．設備運用
　乾燥保存設備１００は、時期によって乾燥保存兼用倉庫である第２倉庫と、兼用保存倉
庫である第３倉庫の運転モードを切り換えて、乾燥処理対象の処理物の物量変動や、氷温
保管対象の処理物の物量変動に対応している。
【００４６】
　まず、処理物である収穫物の収穫時期（例えば、６月～７月）における乾燥保存設備１
００の運用について説明する。収穫時期は、生産者から処理物乾燥保存設備１００に次々
に持ち込まれる収穫物を次々に乾燥処理する必要がある。そこで、収穫時期は、図６に示
すように、乾燥保存兼用倉庫の第１倉庫１及び第２倉庫２の双方を乾燥モードにて運転し
、図２に示すように、第１倉庫１及び第２倉庫２の両倉庫を乾燥倉庫Ａとする。第１倉庫
１及び第２倉庫２で乾燥処理後の収穫物は、低温に馴染むませるため、第３倉庫３で保存
用温度にて一時的に保存される。したがって、第３倉庫３は、図６に示すように、保存モ
ードにて運転される。
【００４７】
　本実施形態では、第３倉庫３が保存モードにて運転される場合は、仕切体１５によって
区切られる２つの保管領域の夫々に乾燥前の収穫物と乾燥後の収穫物とを振り分けて保管
するため、仕切体１５における一対の仕切扉１５ｂは通常時は閉じられている。これによ
り両保管領域の間で水蒸気の移動が阻止される。なお、搬送装置３ｂであるスタッカーク
レーンが乾燥後処理物の入出庫のために倉庫奥側（荷捌き空間Ｚ２から遠い方）の保管領
域まで走行するときは、一対の仕切扉１５ｂが開き状態（図３参照）に自動的に切り換わ
って、仕切箇所におけるスタッカークレーンの走行が許容される。
【００４８】
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　次に、処理物であるジャガイモの収穫後の時期（例えば、８月～３月）における乾燥保
存設備１００の運用について説明する。収穫後の時期は、生産者から処理物乾燥保存設備
１００に処理物が持ち込まれなくなるので、収穫物の乾燥処理は後述するように出荷対象
の処理物を乾燥処理すれば済むことになり、乾燥保存設備１００の乾燥処理能力を落とす
ことができる。そこで、収穫後の時期は、図７に示すように、乾燥保存兼用倉庫のうち第
１倉庫１のみを乾燥モードにて運転し、第２倉庫２は保存運転モードにて運転する。これ
により、図３に示すように、第１倉庫１が乾燥倉庫Ａとなり、第２倉庫が保存倉庫Ｂとな
る。収穫後の時期のうち、収穫時期直後は、収穫時期に収穫された処理物の備蓄量が最も
多くなるため、これらの処理物を氷温保存するべく、長期保存倉庫Ｃの容量を極力大きく
する。したがって、第３倉庫３は、図７に示すように、長期保存モードにて運転される。
【００４９】
　本実施形態では、第３倉庫３が長期保存モードにて運転される場合は、仕切体１５にお
ける一対の仕切扉１５ｂは図７に示すように、常時開き状態としているが、保存モードに
て運転される場合と同様に、通常時は閉じ状態とし、搬送装置３ｂのスタッカークレーン
が通過する必要がある場合に一時的に開き状態に自動的に切り換えるようにしてもよい。
【００５０】
　以下、収穫時期と収穫後の時期における処理物の処理内容について、図４及び図５に基
づき説明する。
【００５１】
　収穫時期は、前述のとおり、図４に示すように、第１倉庫１及び第２倉庫２が乾燥運転
され双方が乾燥倉庫Ａとなっており、第３倉庫３が保存運転され保存倉庫Ｂとなっており
、第４倉庫４が長期保存運転され長期保存倉庫Ｃとなっている。図４の矢印Ｓ１～Ｓ３は
搬入された収穫物の動きを示しており、具体的には、搬送台車９と各倉庫の搬送装置１ｂ
～４ｂにより処理される。
【００５２】
　収穫物が搬入されると、乾燥倉庫Ａが乾燥対象の収穫物が受入れ可能であれば、収穫物
は乾燥倉庫Ａに入庫され（矢印Ｓ１及びＳ１ｍ）乾燥処理が行われる。既に乾燥倉庫Ａに
入庫されている先行する収穫物の乾燥処理により乾燥倉庫Ａの受入れ可能容量が低下して
いて、今回搬入された収穫物の一部又は全部を受入れ不可の場合は、その受入れ不可の収
穫物は、一旦保存倉庫Ｂの乾燥前保管領域に入庫され（矢印Ｓ１及びＳ１ｓ）、乾燥倉庫
Ａに空きができるまで低温保存され、乾燥倉庫Ａに空きができれば、保存倉庫Ｂの乾燥前
保管領域から出庫され、乾燥倉庫Ａに入庫される（矢印Ｓ１及びＳ１ｍ）。これにより、
乾燥処理待ちの期間に品質が劣化することが極力防止できる。
【００５３】
　乾燥倉庫Ａでの乾燥処理が完了すると、乾燥倉庫Ａから出庫され、保存倉庫Ｂの乾燥後
保管領域に入庫される（矢印Ｓ２）。保存倉庫Ｂで予冷期間だけ保存することにより保存
用温度に馴染ませ後、保存倉庫Ｂから出庫して長期保存倉庫Ｃに入庫する（矢印Ｓ３）。
収穫時期であっても、出荷は行われるが、その場合、長期保存倉庫Ｃから出庫した収穫物
を出荷しても良いが、乾燥倉庫Ａから出庫した収穫物をそのまま、又は、保存倉庫Ｂの乾
燥後保管領域から収穫物を出庫してそのまま、出荷用の収穫物としてもよい。
【００５４】
　出荷時期は、前述のとおり、図５に示すように、第１倉庫１が乾燥運転され乾燥倉庫Ａ
となっており、第２倉庫２が保存運転され保存倉庫Ｂとなっており、第３倉庫３及び第４
倉庫４の双方が長期保存運転され長期保存倉庫Ｃとなっている。そして、出荷要求に応じ
た量の収穫物が、長期保存倉庫Ｃから出庫され、氷温保存で０度に冷えている収穫物をい
きなり乾燥倉庫Ａで乾燥用温度に温めるのではなく、一旦保存倉庫Ｂに入庫して（矢印Ｒ
１）、保存用温度に馴染ませる。保存倉庫Ｂにて出荷用予冷期間だけ保存したら、保存倉
庫Ｂから出庫して、結露を除去するために、乾燥倉庫Ａに入庫する（矢印Ｒ２）。乾燥倉
庫Ａに入庫後、出荷用乾燥期間が経過したら、当該収穫物が乾燥倉庫Ａから出庫されて（
矢印Ｒ３）、出荷される。
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【００５５】
〔その他の実施形態〕
　最後に、本発明のその他の実施形態について説明する。なお、以下に説明する各実施形
態の構成は、それぞれ単独で適用されるものに限られず、矛盾が生じない限り、他の実施
形態の構成と組み合わせて適用することも可能である。
【００５６】
（１）上記実施形態では、処理物が、圃場から収穫された収穫物であるものを例示したが
、処理物としては、食肉等の他の食材でもよく、また、乾燥及び冷蔵保存を要する対象で
あれば、食材に限らず工業生産品等でもよい。
【００５７】
（２）上記実施形態では、乾燥倉庫、保存倉庫、長期保存倉庫の全てが搬送装置を備えた
構成を例示したが、これらの倉庫のうちの何れか又は全てが搬送装置を備えなくてもよい
。例えば、乾燥倉庫だけに搬送装置を備える、又は、乾燥倉庫及び保存倉庫に搬送装置を
備える等、どの倉庫を自動倉庫にて構成するかは適宜選択できる。なお、搬送装置を備え
ない倉庫についての入庫作業及び出庫作業は、作業者が運転するフォークリフト等の荷役
装置を用いることになる。
【００５８】
（３）上記実施形態では、複数の倉庫が複数の棟に分散配置されたものを例示したが、一
つの建屋に集約配置してもよい。
【００５９】
（４）上記実施形態では、連絡用搬送装置が、直線状の搬送経路に沿って走行自在な搬送
台車にて構成されたものを例示したが、環状の搬送経路に沿って走行自在な搬送台車にて
構成してもよい。また、搬送台車ではなく、ローラコンベアやベルトコンベヤにて連絡用
搬送装置を構成してもよい。
【００６０】
（５）上記実施形態では、乾燥保存兼用倉庫である第１倉庫１及び第２倉庫のうち、第２
倉庫の運転モードを、時期によって乾燥運転と保存運転とに切り換えるものを例示したが
、乾燥保存兼用倉庫である第１倉庫１及び第２倉庫の双方の運転モードを乾燥運転と保存
運転とに切り換えてもよい。
【００６１】
（６）上記実施形態では、乾燥倉庫及び保存倉庫に加え、長期保存倉庫をさらに備えてい
る乾燥保存設備を例示したが、長期保存倉庫を備えずに、乾燥倉庫及び保存倉庫を備えた
乾燥保存設備であってもよい。
【００６２】
（７）上記実施形態では、兼用保存倉庫は、保存装置による処理物の保存を行う場合は、
乾燥倉庫により乾燥された処理物と、乾燥倉庫により乾燥される前の処理物とを、区分け
された異なる保管領域に保存するものを例示したが、兼用保存倉庫が異なる保管領域に区
分けされず、単一の保管領域にて専ら乾燥倉庫により乾燥された処理物を保存するように
構成されたものでもよい。この場合、乾燥倉庫により乾燥される前の処理物を保存する低
温倉庫を別途設けてもよいし、設けなくてもよい。
【００６３】
（８）上記実施形態では、出荷時期において乾燥保存兼用倉庫の全てを乾燥運転にするも
のを例示したが、出荷時期において乾燥保存兼用倉庫の一部だけを乾燥運転にし、残り乾
燥保存兼用倉庫を保存運転にするものでもよい。
【符号の説明】
【００６４】
１　　　乾燥倉庫・乾燥保存兼用倉庫
２　　　乾燥倉庫・乾燥保存兼用倉庫
３　　　保存倉庫・兼用保存倉庫
１ａ・２ａ・３ａ・４ａ　収納棚
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１ｂ・２ｂ・３ｂ・４ｂ　搬送装置
９　　　連絡用搬送装置
１１　　乾燥装置
１２　　保存装置
１３　　長期保存装置
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